
金沢市水道給水条例 (昭和29年条例第28号) 第７条の２の規定により､ 平成16年９月１日に次の者を指定給水装置

工事事業者として指定したので､ 金沢市指定給水装置工事事業者規程 (平成９年公営企業管理規程第12号) 第９条の

規定により公告します｡

平成16年９月１日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程 (平成13年公営企業管理規程第３号) 第５条第１項の規定に

より､ 平成16年９月１日に次の者を下水道排水設備工事業者として指定したので､ 同規程第11条の規定により公告し

ます｡

平成16年９月１日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程 (平成13年公営企業管理規程第３号) 第10条第１項の規定に

より､ 平成16年９月１日に次の者の下水道排水設備工事業者としての指定を取り消したので､ 同規程第11条の規定に

より公告します｡

平成16年９月１日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

平成16年(2004年)９月１日 第 2458 号の２ 金 沢 市 公 報

― 1―

◎ 目 次 ページ

●公営企業公告

○指定給水装置工事事業者の指定について

(企業総務課) 1

○下水道排水設備工事業者の指定について

( 〃 ) 1

○下水道排水設備工事業者の指定の取消しにつ

いて ( 〃 ) 1

公 営 企 業 公 告

指定番号 商 号 又 は 法 人 名 所 在 地

457 有限会社 金田設備工業 かほく市中沼ヌ１番地

458 ミスター設備 金沢市磯部町チ27番地４

指定番号 商 号 又 は 法 人 名 所 在 地

458 下谷建設株式会社 金沢市下谷町サ１番地

459 有限会社 金田設備工業 かほく市中沼ヌ１番地

指定番号 商 号 又 は 法 人 名 所 在 地

436 高設備 金沢市法光寺町ト47番地27
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